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1――はじめに 

韓国では最近、少子高齢化による生産年齢人口の減少に対する対策の一つとして外国人労働者を受

け入れようとする動きが広がっている。韓国における在留外国人数は 2013 年の 157.6 万人から 2016

年には 204.9万人まで増加した。また、同期間における外国人就業者数も 76万人から 96.2万人まで

増加している。 

韓国における外国人労働者の受入れ政策は大きく｢優秀専門外国人労働者の誘致戦略｣と｢非専門外

国人労働者の効率的活用｣に区分することができる。優秀専門外国人労働者の誘致戦略としては、｢電

子ビザの発給｣、｢点数移民制の施行｣、｢留学生の誘致及び管理強化｣、｢投資移民の活性化｣等が挙げら

れる。また、非専門外国人労働者の効率的活用と関連した代表的な政策としては、2004年 8月に施行

された雇用許可制がある。雇用許可制とは、国内で労働者を雇用できない韓国企業が政府（雇用労働

部）から雇用許可書の発給を得て、合法的に外国人労働者を雇用する制度である。 

日本における外国人労働者も 2008年の 48.6万人から 2017年には 128万人まで増加している。しか

しながら、外国人労働者を在留資格別みると、留学生などの資格外活動（29.7万人）と技能実習（25.8

万人）等、長期間にわたる就労を目的としていない在留資格で働く外国人労働者の割合は 43.4％にも

達している。さらに、最近は、技能実習制度の問題点が指摘され、それに対する対策も求められてい

るところである。 

 今後、日本が長期的な労働力人口の減少に合わせて外国人労働者を受け入れるためには、技能実習

生制度のみならず、韓国が導入している雇用許可制やドイツやシンガポール1など先進国の労働許可制

の導入も含め、外国人労働者受け入れ政策の転換を考える必要があるだろう。本稿では、韓国におけ

る外国人雇用の現状と課題、そして雇用許可制の実態を分析することにより、今後の日本における外

国人労働者受け入れ政策のあり方について考察する。 

                                                
1 佐野孝治（2014）「韓国の経験に学ぶ：人手不足対策、外国人雇用強化制度とは、最終回」労働新聞 2014 年 12 月 22 日 
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2――在留外国人と外国人労働者の現状 

韓国における在留外国人の数は、2016年 12月末現在 204.9万人で、前年に比べて 8.5％増加してい

る。在留外国人の数が 200万人を超えたのは統計を集計して以降初めてで、人口に占める在留外国人

の割合も 2012年の 2.84％から 2016年には 3.96％まで上昇している。 

 

図表 1 韓国における在留外国人などの推移 
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出所）法務部『出入国・外国人政策統計年報』各年より筆者作成。 

 

国籍別では、中国が 101.7万人（49.6％、韓国系中国人が 61.7%）で最も多く、次いでベトナム 14.9

万人（7.3％）、アメリカ 14.0万人（6.8％）、タイ 10.1万人（4.9％）の順になっている。性別では、

男性が 54.5％で女性の 45.5％を上回っている。そして、年齢階層別（5歳刻み）では 25～29歳が 16.3％

で最も多く、次いで 30～34歳（14.5％）, 20～24歳（10.6％）, 35～39歳（10.2％）の順であった。 

ビザ類型別には、在外同胞(F-4：372,533人、18.2％）、非専門就業(E-9：279,187人、13.6％)、訪

問就業(H-2：254,950人、12.4％)、短期訪問(C-3：190,443人、9.3％)が上位 4位になっている。一

方、不法滞在率は、ビザ免除(B-1：56.4％)、技術研修(D-3：52.1％)、芸術興行(E-6：41.5％)、船員

就業(E-10：35.8％)が高く、教授(E-1:0.2％) 、研究(E-3：0.2％) 、在外同胞(F-4：0.3％)、会話指

導(E-2：0.3％)は低かった。 
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図表 2 国籍別在留外国人の構成比 図表 3 年齢階層別在留外国人の構成比 
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出所）法務部（2017）『2016 出入国・外国人政策

統計月報』より筆者作成 

出所）法務部（2017）『2016 出入国・外国人政

策統計月報』より筆者作成 

 

図表 4 ビザ類型別在留外国人数と構成比 
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出所）法務部（2017）『2016 出入国・外国人政策統計月報』より筆者作成 

 

一方、統計庁の「外国人雇用調査」によると、 2016年 5 月現在、15歳以上の外国人のうち、就業

者は 96.2万人（男性 63.8 万人（66.3％）、女性 32.4 万人（33.7％））で、前年より 2.5万人増えて

いる（外国人の雇用率は 67.6％、失業率は 4.2%）。年齢階層別には、30～39歳（28.1万人）、20～29

歳（25.3万人）、40～49歳（18.8万人）が多く、60歳以上は 6.4万人で少なかった。 

就業者を国籍別にみると、韓国系中国人が 44.1万人（45.8％）で最も多く、次いでベトナム人 7.2

万人（7.5％）、韓国系以外の中国人 6.4万人（6.7％）、北米人 4.5万人（4.7％）の順であった。在留

資格別には、一般雇用許可制の非専門就業（E-9）が 26.1万人、特例雇用許可制の訪問就業（H-2）が

22.1 万人、在外同胞（F-4）が 19.9 万人、永住（F-5）が 8.8 万人、結婚移民（F-2-1、F-6）が 6.2

万人、専門人材（E-1～E-7）が 4.6万人、留学生（D-2、D-4-1、D-4-7）が 1.3万人となっている。 

産業別には、製造業（43.6万人）、 卸小売・宿泊・飲食店業（19.0万人）、事業・個 人・公共サー

ビス（18.7 万人）、建設業（8.5 万人）が上位 4 位を占めている。職種別には、技能員・機械操作及



 

 

4｜               ｜ニッセイ基礎研レポート 2019-03-27｜Copyright ©2019 NLI Research Institute All rights reserved 

び組立従事者が 39.5万人（39.0％）で最も多く、次いで単純労務従事者 30.5万人（31.7％）、サービ

ス・販売従事者 12.1万人（12.6％）、管理者・専門家及び関連従事者 10.4万人（10.8％）の順になっ

ている。 

 

3――外国人労働者増加の背景 

韓国で在留外国人及び外国人労働者が急激に増加し始めたのは、2004 年 8 月に、「外国人勤労者の

雇用などに関する法律」を施行し、「外国人産業技術研修生制度」を「雇用許可制」に転換・実施して

からだと言える。雇用許可制を導入する前に、韓国では雇用許可制を導入すべきなのか、労働許可制

を導入すべきなのかに対して議論があった。雇用許可制と労働許可制の大きな違いは制度の主体を誰

にするかにあるだろう。つまり、雇用許可制は使用者に外国人労働者を使用する権利を与えることを

中心にしていることに比べて、労働許可制は外国人労働者が労働する権利を重視している。また、雇

用許可制は事業場の移動を原則的に制限していることに比べて、労働許可制は事業場の移動を保障し、

同一労働同一賃金の実施を重視している。韓国では 2002 年に民主労働党と民主労総により労働許可

制の導入が主張されたものの、十分な議論が行われていないことや政治的状況により実施までは至ら

なかった。その結果雇用許可制が導入され、現在まで施行されている。 

では、なぜ韓国政府は雇用許可制を導入するなど、外国人労働者の受け入れに積極的な政策を実施す

ることになっただろうか。その最も大きな理由としては、①出生率低下による将来の労働力人口の減

少と成長率低下に対する懸念が増加したことと、②日本をモデルとした「外国人産業技術研修生制度」

の問題点が深刻化したからである。 

韓国の出生率は 1950 年代後半を頂点として急速に低下し、1983 年以降は、人口の置き換え水準

である 2.1 を下回る状況が続いている。特に、2005 年には出生率が 1.08 まで低下した。韓国政府は

少子化の問題を解決するために、2006 年から「セロマジプラン」という少子高齢化対策を実施し、

10年間にわたり、莫大な予算を投入したものの、2016年の出生率は1.17であまり改善されていない。

同期間における日本の出生率が 1.32 から 1.44 に改善されたことと比べると、韓国の出生率の改善度

の低さが分かる。さらに、韓国統計庁が 2019 年 2 月 27 日に発表した「2018 年出生・死亡統計（暫

定）」では、2018 年の合計特殊出生率（一人の女性が一生に産む子供の平均数、以下、出生率）が 2017

年の 1.05 を下回る 0.98 まで低下すると推計した。 

一方、2016 年における韓国の高齢化率は 13.2％で、日本の 27.3％に比べてかなり低い水準である

ものの、高齢化率の上昇のスピードが速く、2060 年には高齢化率が 41.0％ まで上昇することが予想

されている。2017 年に発表された日本の将来人口推計による 2060 年の日本の高齢化率 38.1％ を上

回る数値である。出生率が低下し、高齢化率が高まると労働力人口の減少は避けられない。従って、

将来の労働力人口の減少とそれによる成長率の低下を懸念した韓国政府は、既存の消極的な外国人労

働者受け入れ政策を積極策に転換することになったのである。 
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図表 5 韓国における最新の出生率の動向 
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資料）韓国統計庁ホームページより筆者作成 

 

外国人労働者受け入れ政策を積極策に転換したもう一つの理由としては、日本の「技能実習生」を

モデルとした「外国人産業技術研修生制度」が、「現代版奴隷制度」と呼ばれるほど様々な問題点を

漏出させた点が挙げられる。ブローカーによる送り出し過程の不正により、不法滞在者が多数発生

（2002 年の場合、外国人労働者の 8 割が不法就労者）し、賃金未払いを含めた人権侵害の問題が続

出した。 

 

4――外国人労働者受け入れ政策 

韓国における外国人労働者の受入れ戦略は大きく｢非専門外国人労働者の効率的活用政策｣と｢優秀

専門人材の誘致戦略｣に区分することができる。非専門人材の効率的活用政策としては「雇用許可制」

が、優秀外国人労働者の誘致戦略としては、｢電子ビザの発給｣、｢点数移民制の施行｣、｢留学生の誘致

及び管理強化｣、｢投資移民の活性化｣等が挙げられる。本章では、まず、韓国における外国人労働者受

け入れ政策の変遷過程を述べてから、｢非専門外国人労働者の効率的活用政策｣である雇用許可制とそ

れ以外の｢優秀専門人材の誘致戦略｣について論ずる。 

 

（1）韓国における外国人労働者受け入れ政策の変遷過程 

韓国政府は 1993 年に外国人産業技術研修制度を導入することで単純機能の外国人労働者を合法的

に受け入れ始めた。外国人産業技術研修制度を導入する前には、単純技能の外国人労働者の受け入れ

は原則的に禁止されていたものの、実際には違法な雇用が発生しており、その規模すら把握できない

状況であった。韓国政府は開発途上国との経済協力を図り、1980 年後半から急速に増加した人件費負

担や 3K 業種への就職忌避現象などによる労働力不足の問題を解決するために、外国人産業技術研修

制の導入を決めた。この制度は、産業研修生として入国した外国人が事業場で一定期間、研修を受け
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てから帰国する仕組みであった。しかしながら、労働力不足が深刻な事業場では、彼らが研修生の資

格であるにもかかわらず、研修はおざなりにして、すぐに労働に従事させるなどの問題が発生した。

また、外国人研修生が指定された事業場から離脱して不法滞在者になるケースも頻発した。さらに、

外国人研修生の資格で働く場合の賃金や労働権、労働者の地位や保険、悪質な送出機関やブローカー

の存在などが新しい問題として浮上した。 

韓国政府は、外国人産業技術研修制と外国人労働者管理の問題点を解決するために、2000 年から既

存の外国人産業技術研修制を修正して「研修就業制」を実施した。 研修就業制は、外国人労働者が国

内の事業場で技能を習得する産業研修生という身分で研修を受けてから、研修就業者という資格で制

限的に労働者の地位を認め、決まった期間の間に合法的に就業を可能にした制度である。2000 年から

産業研修生は 2 年の研修を受けると 1 年間就業することが可能になった。また、2002 年以降は 1 年

の研修後、2 年間就業ができるように就業期間を拡大した。そして、2002 年には単純サービス分野の

労働力不足を解消するために、韓国国籍ではない外国の同胞、特に中国同胞と旧ソ連地域の同胞が一

部のサービス業種で働くことを許可する「就業管理制」が導入された。さらに、2003 年には「外国人

労働者の雇用などに関する法律」が制定・公布され、2004 年からは単純技能の外国人労働者の導入を

合法的に許可する雇用許可制が施行されることになった。その結果、既存の外国国籍の同胞を対象に

した就業管理制は雇用許可制の特例制度として雇用許可制に統合されることになった。 

他方、海外専門人材の導入の場合、関連政策は科学技術政策の一環として始まった。韓国政府は 1968

年から遅れていた韓国の科学技術の水準を向上させるため、「在外韓国人科学技術者誘致事業」を実施

した。この事業は 1990 年代まで持続される。韓国政府は、1990 年代以降、韓国の産業構造が急速に

高度化すると、国家競争力において科学技術及び専門知識などの重要性を認識し、海外の優秀な外国

人人材の誘致にも力を入れることになった。1993 年には新経済 5 ヵ年計画により、科学技術分野で

Brain Pool 制度が設けられ、その結果、「海外高級科学頭脳招聘活用事業」が実施され、既存の関連

事業もこの事業に吸収されることになった。その後、科学技術人材の誘致支援は人文社会系列の優秀

人材分野にも拡大されて 1999 年からは BK21 事業、2004 年からは Study Korea プロジェクト、2008

年からは WCU、そして 1 年後には WCI 事業が実施された。そして、BK21 事業と WCU 事業の後続

事業として、2013 年からは BK21 プラス事業が、2015 年からは KRF 事業が実施されている。 

 

（2）非専門外国人労働者の効率的活用政策：雇用許可制 

1) 雇用許可制の基本概念 

雇用許可制が導入される前に、企業は外国人産業研修生制度を利用し、制限的に外国人産業研修生

を受け入れることにより、人材不足を少しは解消することができたものの、2003年 6月の臨時国会で

外国人労働者の雇用などに関する法律が成立し、2004 年 8 月 17 日から雇用許可制が施行されること

により、より幅広く、そして合法的に外国人労働者を雇用することが可能になった。 

雇用許可制は、慢性的な労働力不足に苦しんでいる中小企業が政府から外国人雇用の許可を受け、

合法的に外国人労働者を労働者として雇用する制度である。外国人労働者を合法的・透明的に管理し、

労働力不足の問題を解決することが目的であるものの、すべての企業が利用できる制度ではなく、外

国人労働者をいつまでも雇用できる制度でもない。 
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雇用許可制は、純粋外国人労働者の雇用を許可する一般雇用許可制(E-9)と韓国系外国人（在外同胞）

を対象とした特例雇用許可制(訪問就業制：H-2)に区分される。一般雇用許可制の対象国は、フィリピ

ン、タイ、インドネシア、ベトナム、モンゴル、ウズベキスタン、カンボジア、パキスタン、中国、

バングラデシュ、キルギス、ネパール、ミャンマー、スリランカ、東ティモール、ラオスの 16 カ国

であり、韓国政府は 16 カ国政府との間で MOU2を締結し、毎年、決める外国人労働者の受け入れ人

数枠に合わせて外国人労働者を受け入れている。図表 6は、雇用許可制による 2018年度新規外国人労

働者割当計画を示している。 

 

図表 6 雇用許可制による 2018 年度新規外国人労働者割当計画 

単位：人

施行月 人員 製造業 農畜産業 漁業 建設業 サービス業

合計 43,000 + α (2,000) 32,250 + α 5,870+ α 2,400 + α 2,390 + α 90 + α

１月 14,570 + α (1,200) 9,600 + α 2,610 + α 1,100 + α 1,220 + α 40 + α

４月 13,740 + α (800) 9,600 + α 2,610 + α 750 + α 730 + α 50 + α

７月 7,540 6,500 550 440

１０月 7,150 6,500 650
 

出所）韓国雇用労働部「雇用許可制ホームページ」https://www.eps.go.kr 

 

図表 7 外国人労働者に対する雇用許可制が適用される業種 

一般雇用許可制 特例雇用許可制

製造業

建設業

建設廃棄物処理業 下水・排水及び分尿処理業

廃棄物の収集運搬、処理及び原料再生業

動物卸売業

その他の産業用農産物及び動物卸売業

家庭用品卸売業

機械装備及び関連用品卸売業

その他の家庭用品小売業

その他の商品専門卸売業

無店舗小売業

陸上旅客運送業

ホテル業

旅館業

一般飲食店業

サービス業 その他の飲食店業

事業施設維持管理サービス業

建物及び産業設備清掃業

旅行社及びその他の旅行補助サービス業

常時300人未満の労働者を使用する事業場あるいは資本金80億円以下の事業場
(この基準を満たしていない企業でも地方中小企業で発給した「中小企業確認書」を提出すると適用対象になりえる)

すべての建設工事
(発電所、製鉄所、石油化学と関連した建設現場の建設会社の中で建設免許が産業環境設備である倍には適用除外)

                                                
2 了解覚書（Memorandum of Understanding）：行政機関等の組織間の合意事項を記した文書であるものの、法的拘束力は

ない。 

https://www.eps.go.kr/
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社会福祉サービス業

自動車総合修理業

自動車専門修理業

モーターサイクル修理業

銭湯業

産業用洗濯業

個人看病人

家庭内労働

再生用材料収集及び販売業 再生用材料収集及び販売業

冷蔵・冷凍倉庫業 冷蔵・冷凍倉庫業

書籍、雑誌及びその他の印刷物出版業 書籍、雑誌及びその他の印刷物出版業

音楽及びその他のオーディオ出版業 音楽及びその他のオーディオ出版業

沿岸漁業 沿岸漁業

養殖漁業 養殖漁業

塩田業 塩田業

作物栽培業 作物栽培業

畜産業 畜産業

作物栽培及び畜産関連サービス業 作物栽培及び畜産関連サービス業

漁業

農畜産業

 
出所）韓国雇用労働部「雇用許可制ホームページ」https://www.eps.go.kr 

 

外国人労働者に対する雇用許可制が適用される業種は、製造業(常用労働者 300 人未満あるいは資

本金 80 億円以下の事業場)、農畜産業、漁業、建設業、サービス業（廃棄物処理、冷凍倉庫等）の 5 

業種である。一方、特例雇用許可制は中国や旧ソ連地域など 11 カ国の韓国系外国人（在外同胞）が

対象であり、38 業種に対する雇用を許可している（図表 7）。 

また、業種別に雇用許容人員と新規雇用許可書発給限度を定めており、その詳細は図表 8 の通りで

ある。 

 

図表 8 業種別雇用許容人員と新規雇用許可書発給限度 

製造業 

韓国人被保険者数 雇用許容人員 新規雇用許可書発給限度

1人以上 5人以下 5人以下

6人以上 10人以下 7人以下

11人以上 30人以下 10人以下

31人以上 50人以下 12人以下

51人以上 100人以下 15人以下

101人以上 150人以下 20人以下

151人以上 200人以下 25人以下

201人以上 300人以下 30人以下

301人以上 40人以下

3人以下

4人以下

5人以下

6人以下

※ 韓国人の雇用機会保護のため韓国人(3カ月平均)が 1人以上雇用されていること。

※プリ産業は、雇用許容人員の20％まで追加雇用が許可され、新規雇用許可書の発給限度より1人を追加雇用することができる。

※プリは日本語では根本という意味で、プリ産業は完成品を作る産業ではなく、完成品を作るために欠かせない溶接、鋳造、金

型、熱処理、表面処理等の産業を称する。
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建設業 

年平均工事金額 係数 新規雇用許可書発給限度

15億ウォン未満 5人(係数未適用) 3人以下(係数未適用)

15億ウォン以上 工事金額 × 0.4 工事金額 × 0.3 (最大 30人)
 

 

サービス業 

韓国人被保険者数 雇用許容人員 新規雇用許可書発給限度

5人以下 2人以下

6人以上 10人以下 3人以下

11人以上 15人以下 5人以下

16人以上 20人以下 7人以下

21人以上 10人以下

3人以下

2人以下

 

 

農畜産業 

施設園芸⋅特殊作物 4,000∼6,499 6,500∼11,499 11,500∼16,499 16,500∼21,499 21,500 以上

キノコ栽培施設 1,000∼1,699 1,700∼3,099 3,100∼4,499 4,500∼5,899 5,900 以上

果樹 20,000∼39,999 40,000∼79,999 80,000∼119,999 120,000∼159,999 160,000 以上

朝鮮人参、一般野菜 16,000∼29,999 30,000∼49,999 50,000∼69,999 70,000∼89,999 90,000 以上

豆もやし⋅種苗栽培 200∼349 350∼649 650∼949 950∼1,249 1,250 以上

その他の園芸・特殊作物 12,000∼19,499 19,500∼34,499 34,500∼49,499 49,500∼64,499 64,500 以上

乳牛 1,400∼2,399 2,400∼4,399 4,400∼6,399 6,400∼8,399 8,400 以上

韓牛・肉牛 3,000∼4,999 5,000∼8,999 9,000∼12,999 13,000∼16,999 17,000 以上

養豚 1,000∼1,999 2,000∼3,999 4,000∼5,999 6,000∼7,999 8,000 以上

馬・アメリカアカシカ 250∼499 500∼999 1,000∼1,499 1,500∼1,999 2,000 以上

養鶏 2,000∼3,499 3,500∼6,499 6,500∼9,499 9,500∼12,499 12,500 以上

その他の畜産 700∼1,699 1,700∼3,699 3,700∼5,699 5,700∼7,699 7,700 以上

内国人被保険者

1～10人
-

内国人被保険者

11～50人

内国人被保険者

51～100人

内国人被保険者

100人以上

5人以下 8人以下 10人以下 15人以下 20人以下

2人以下 2人以下 3人以下 3人以下 4人以下

雇用許容人員

新規雇用許可書発給限度

※ 営農規模は、国立農産物品質管理院長が発給した農漁業経営体登録(変更登録)確認書で確認

業種 営農規模別 (単位 :  ㎡)

作物栽培業

（011）

畜産業

(012)

差k物栽培及び畜産関連サービス業（014）

 

 

沿岸漁業：漁船数基準 

沿岸漁業の種類
雇用許容人員

（船員法が適用される漁船は除外）

新規雇用許可書発給限度

（船員法が適用される漁船は除外）

小型船網漁業、沿岸釣り漁業、沿岸刺し網漁

業, 沿岸アンコウ網漁業, 沿岸棒受網漁業, 沿岸

クマノミあぐり網漁業, 沿岸ウナギ筒漁業, 沿

岸タコ壺漁業, 沿岸筒漁業, 沿岸桁網漁業, カタ

クチイワシ漁業

1隻当たり 4人 以内で、全船員の 40%を超過

することはできない。但し、カタクチイワシ漁

の乾燥場で働く者は事業場当たり8人以内にす

る。

1隻当たり 3人 以内で、全船員の 40%を超過

することはできない。但し、カタクチイワシ漁

の乾燥場で働く者は事業場当たり3人以内にす

る。

沿岸船引網漁業(江原道に限定), 定置網漁業
1隻当たり 4人 以内で、全船員の 40%を超過

することはできない

1隻当たり 3人 以内で、全船員の 40%を超過

することはできない

沿岸刺し網漁業、沿岸改良アンコウ網漁業、沿

岸 巻まき網漁業、沿岸筒漁業、沿岸複合漁

業、沿岸引き網漁業、 沿岸鳥網漁業

1隻当たり 2人 以内で、全船員の 40%を超過

することはできない

1隻当たり 2人 以内で、全船員の 40%を超過

することはできない

潜水器漁業, 区画漁業
1隻当たり 2人 以内で、全船員の 40%を超過

することはできない  
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沿岸漁業：養殖面積基準 

雇用許人員 3人 以内 5人 以内 7人 以内

新規雇用許可

書発給限度
2人 以内 3人 以内 4人 以内

垂下式養殖 面積 199,999㎡ 以下 200,000∼299,999㎡ 300,000㎡ 以上

地撒き式養殖 面積 99,999㎡ 以下 100,000∼199,999㎡ 200,000㎡ 以上

地撒き式養殖 面積 99,999㎡ 以下 100,000∼199,999㎡ 200,000㎡ 以上

縄やそだ建による養

殖、区画養殖
面積 9,999㎡ 以下 10,000∼14,999㎡ 15,000㎡ 以上

水田養殖 面積 6,600㎡ 以下 6,601∼ 8,250㎡ 8,251㎡ 以上

区画養殖 面積 9,999㎡ 以下 10,000∼14,999㎡ 15,000㎡ 以上

陸上種苗生産漁業 面積 990㎡ 以下 991∼1,652㎡ 1,653㎡ 以上

海上種苗生産漁業 面積 59,999㎡ 以下 60,000∼99,999㎡ 100,000㎡ 以上

內水面漁業法 第6条第1項 1号

(養殖漁業)
陸上養殖漁業 面積 6,600㎡ 以下 6,601∼8,250㎡ 8,251㎡ 以上

水産業法 第41条 第3項 第3号

(種苗生産漁業)

水産業法 第8条

第1項2号 

(海藻類養殖漁業)

垂下式養殖、

複合式養殖水産業法 第8条 第1項 3号∼5

号、7号(貝類養殖漁業、魚類等

養殖漁業、複合養殖漁業、協同

養殖漁業) 

水産業法 第41条 第3項 第2号

(陸上海水養殖漁業)

免許(許可、申告)種類 養殖漁業の種類

面積 19,999㎡ 以下 20,000∼39,999㎡ 40,000㎡ 以上

 

 

塩田業 

塩田面千 雇用許容人員 新規雇用許可書発給限度

37,000㎡以下 2人以下 2人以下

37,000㎡超過 4人以下 3人以下
 

 

韓国政府は国務総理室に「外国人材政策委員会」を設置し、毎年の国内の労働力需給動向と連携し

外国人労働者の導入規模及び許容業種等を決め、送出国を選定している。「外国人材政策委員会」は、

企画財政部、外交通商部、法務部、知識経済部、雇用労働部の次官、中小企業庁の庁長（長官）及び

大統領が定める関連中央行政機関の次官（文化体育観光部、農林水産食品部、保健福祉部、国土海洋

部）等を委員とした委員長（国務総理室長）を含めた 20 人で構成されている。また、雇用労働部は

「外国人材政策委員会」に上程される議案を事前に議論する「外国人材雇用委員会」（雇用労働部の次

官が委員長）を設けて運営している。外国人労働者の受け入れ、送出国との連絡、労働契約の締結等

実務と関連した業務は韓国産業人力公団が担当する。中小企業協同組合中央委員会、大韓建設協会、

農業協同組合中央会、水産業共同組合中央会等は民間代行機関として指定され、便宜提供業務、就業

教育、事後管理を含めた使用者代行業務をしている。就業教育は過去には韓国産業人力公団と国際労

働協力院が担当してきたものの、2007 年 7 月からは一般外国人労働者の教育は国際労働協力院（ベ

トナム、モンゴル、タイ、中国）、中小企業協同組合中央会（その他の国家）、大韓建設協会、農業協

同組合中央会、水産業協同組合中央会等の民間代行機関に移管された。 

 

2) 雇用許可制の基本原則 

雇用許可制は基本的に次のような基本原則に基づいて運営されている。 
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①単純労務分野限定の原則 

 雇用許可制では、雇用できる外国人労働者を非専門就業（E-9）と訪問就業（H-2）に限定し、就業

できる業種を製造業、建設業、サービス業、農畜産業、水産業のうち、単純労務分野に制限している。 

 

②労働市場補完の原則 

雇用許可制は、内国人の雇用を保護するために労働市場補完性の原則を適用している。この原則は

外国人労働者の雇用が韓国の労働市場に否定的な影響を与えてはならないという趣旨に基づき、足り

ない労働力は高齢者、女性等国内の人財を優先的に活用し、補充的に外国人労働者を活用するように

している。この原則はドイツの外国人雇用許可制と類似である。つまり、ドイツの場合も国内労働市

場でドイツ人労働者の雇用ができない場合のみ外国人の雇用を許容している。 

 

③需要主導的制度（demand driven system）の原則 

雇用許可制は、需要主導的制度（demand driven system）を原則としており、企業が自由に外国人

労働者を選択することを保障している。企業は雇用が許可された範囲（人数）内で外国人労働者の雇

用を申し込むことが可能であり、事前に求職者（外国人労働者）の経歴、写真などの人的事項を確認

することができる。企業は企業が提示した労働条件を受け入れた外国人労働者から選別し、雇用契約

を締結する。 

 

④選定や導入手続の透明性の原則 

外国人労働者の選定や導入手続きを透明にし、外国人労働者の送出過程で発生する不正行為や副作

用を最大限抑制しようとしている。そのために外国人労働者の導入過程で民間機関の介入を排除して

おり、送出国と了解覚書(MOU)を締結して外国人労働者の選抜条件、方法、機関、相互間の権利義務事

項などを規定している。韓国国内でも外国人労働者の紹介や就業斡旋などは、雇用労働部（以前は労

働部）の雇用支援センターが担当するなど、公的機関が外国人労働者の受け入れ関連業務を担当する

ことにより、プロセスの透明化と不正の減少を図っている。 

 

⑤定住化防止の原則 

外国人労働者を短期にローテーションさせることにより定住化を防止している。外国人労働者の就

職許容期間（雇用期間）は 3 年に制限しており、使用者が継続雇用を希望する場合に限って 1 年 10

ヶ月までの雇用延長を許可している。 

 

⑥差別禁止及び均等処遇の原則 

合法的に就業した外国人労働者に対する不当な差別を禁止すると同時に、国内の労働関連法を同等

に適用し、外国人労働者の権益を保護することを原則にしている。つまり、外国人労働者も内国人と

同様に、労働関連法が適用され、労災保険、雇用保険、国民年金、健康保険、最低賃金、労働三権が

利用できるなど基本的な権益が保障されている。 
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3) 雇用許可制の手続き 

①使用者 

 雇用許可制により外国人労働者を雇用することを希望する使用者は、まず管轄雇用センターに求人

申請をする必要がある。つまり、雇用許可制は、内国人の雇用機会を保護するために、外国人労働者

の雇用を希望する使用者に一定期間、内国人の求人努力を義務化 (農畜産業、水産業：7日、製造業、

建設業、サービス業：14 日)しており、このような努力（市場テスト）をしたにもかかわらず、雇用

ができなかった事業場に限定して、単純技能外国人労働者の雇用を許可している。雇用許可制を利用

するために事業場は次の条件を満たす必要がある。 

 

・外国人労働者の許容業種及び雇用可能な事業（事業場）であること。 

  許容業種：製造業、建設業、サービス業、農畜産業、漁業 

・一定期間(7 日∼14 日)の間、内国人労働者を雇用するために求人活動（労働市場テスト）3を行って

いたにも関わらず、内国人労働者（全員あるいは一部）が雇用できなかった事業場であること。 

・内国人に対する求人申請をした前日の 2ヶ月前から雇用許可書の発給日まで雇用調整により内国人

労働者を離職させないこと。 

・求人申請をした日の 5 ヶ月前から雇用許可書の発給日まで賃金の未払いがないこと。 

・申請日現在、雇用保険及び労災保険に加入していること。 

  

また、一般外国人に対する求人手続きと一般外国人の就業手続きは図表９と図表 10 の通りである。 

 

図表 9 一般外国人に対する求人手続き 

①内国人の求人努力
②外国人雇用許可書の

申請

③雇用許可書の

発給
④勤労契約を締結

⑤ビザ発給

認定書発給

⑥外国人労働者

入国及び就業教育

⑦事業場配置

雇用及び滞在支援
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 例外的に新聞・放送・生活情報誌等を通じた求人活動をした場合は７日（製造業、建設業、サービス業）と 3 日（農畜産

業、漁業）に短縮 



 

 

13｜               ｜ニッセイ基礎研レポート 2019-03-27｜Copyright ©2019 NLI Research Institute All rights reserved 

図表 10 一般外国人の就業手続き 

雇用労働部
（外国人材雇用委員会）

法務部

外国人材政策委員会
（委員長：国務調整室長）

職業安定機関
（雇用支援センター）

事業主

外国人求職者

韓国産業人力公団等
（勤務契約締結・入国代行）

駐在韓国公館

送出国政府
公共機関

①導入業種・ 規模・ 送出国
等を決定

②人材送出に関する
協定（ MOU） 締結

③送出対象人材
名簿送付

電算連携

ビザ発給申請書
結果通知

就業教育機関
（産業人材公団等）

⑬就業教育

⑩ビザ発給申請

⑪ビザ発給 ⑫入国・ 登録

求職登録

⑧ビザ発給認定書
発行

⑥雇用許可書発行

④求人登録・ 韓国人
求人努力義務

⑤雇用許可申請書

⑦雇用契約締結

⑨ビザ発行認定書送付

 

出所）韓国雇用労働部「雇用許可制ホームページ」https://www.eps.go.kr 

 

 一方、特例外国人の使用を申し込む使用者は、まず雇用労働部の雇用センター（Work-Net）に求

人申請をする必要がある。一般事業者の場合は、on-line 申請が可能であり、家政婦や看護人等の使用

を希望する個人は、訪問及びファクス手続きによる申請のみ可能である。申請期限は、内国人の求人

努力（7 日～14 日、労働市場テスト）をしてから 3 ヶ月以内であり、特例として雇用できる外国人の

数は内国人の求人を申請した際の不足人員のうち、特例雇用可能確認書の発給申請日まで採用できな

かった人員に制限している。申請時には、特例雇用可能確認発給申請書、事業者登録証（家庭の場合

には住民登録謄本）及びその他の書類（業種別）の提出が必要である（図表 11）。 
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図表 11 業種別必要書類 

業種 業種別/事例別雇用許可申請時の準備書類 備考

事業者登録証のコピー1)

(当該企業) 中小企業猶予確認書 中小企業猶予企業だけ提出

(当該企業)本社と支社における勤務中の外国人人材現況表
本社と支社の事業所が雇用保険に一括して加入している場

合のみ提出
(当該企業) 工場登録証のコピー (但し、工場登録証がない場合は工場の賃

貸契約書のコピーでも可能)

(当該企業) 決算書、原価契約書、買い入れ及び売り出し申告書類等 製造業であることを判断する追加書類の提出で申請可能

(当該企業) 国税(地方税)納税証明書 地方の優待企業の確認時に提出

事業者登録証のコピー

建設業登録証あるいは建設業免許証(手帳)のコピー

工事金額が明示された契約書のコピー

建設現場における勤務中の外国人現況表

事業者登録証のコピー(個人の場合は除外)

営農規模証明書のコピー

事業者登録証のコピー

観光事業者登録証のコピー6) 観光振興業の施行規則書式5

事業者登録証のコピー

営業申告(許可)証のコピー
飲食業、下水・廃水及び分尿処理業、廃棄物の収集運搬、

処理及び原料再生業、宿泊業等

旅客自動車運送事業免許証 陸上旅客運送

住民登録謄本あるいは家族関係証明書 家政婦、個人看護人

長期療養認定書 個人看護人

在職証明書 家政婦

健康診断書あるいは入院確認書や障碍者手帳等 看護人

社会福祉設立許可証及び社会福祉施設申告証 社会福祉サービス

自動車管理事業登録証 自動車、モーターサイクル

衛星状態申告証、請負契約書 建築物の一般清掃業、事業施設及び産業用品清掃業

再生用材料収集販売業 事業者登録証のコピー

事業者登録証のコピー

水産物加工業(冷凍·冷蔵業)登録証

事業者登録証のコピー

漁業免許証(水産業法第8条)、漁業許可証(水産業法第43条)

船舶検査証のコピー 沿海漁業のみ提出

漁業申告必証 養殖業のみ提出

漁業の種類を特定しない場合、管理船使用指定券、許可証(定置網漁の許
可証)、漁業券原簿等 定置網漁の実施事実関連証憑資料(沿海漁業)

冷凍·冷蔵倉庫業

漁業

製造業

建設業

農畜産業

ホテル業

サービス業

 

出所）韓国雇用労働部「雇用許可制ホームページ」https://www.eps.go.kr 

 

 個人における看護人の雇用は、認知症などにより、身動きが不便な患者がいる場合や 80 歳以上の

高齢者がいる場合に制限している。また、病院に入院中の者の看護のために外国国籍の同胞を雇用す

ることも可能である。 

 家政婦の雇用は、一人以上の子どもがいる共稼ぎ夫婦であることを証明できた世帯や 6 ヶ月以上の

身動きが不便な長期患者がいる場合にのみ許容される。但し、3 ヶ月未満の短期滞留者、研修就業（E-8）、

非専門就業（E-9）、訪問就業（H-2）の滞留資格を持つ外国人の雇用は許可していない。 

 使用者と特例外国人労働者は標準勤労契約書を使用し、勤労契約を締結すべきであり、勤労契約の

内容には勤労契約期間、就業場所、業務内容、始業及び終業時間、休日、休憩時間、賃金、賃金の支

給時期等を記載するようにしている。図表 12 と図表 13 は、特別外国人に対する求人手続きと就業手

続きを示しており、一般外国人に対する手続き（図表 9 と図表 10）に比べるとかなりシンプルである

ことが分かる。 
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図表 12 特例外国人の求人手続き 

①内国人の求人努力
②特例雇用可能確認書

の発給
③勤労契約の締結 ④勤労開始を申告

 

出所）韓国雇用労働部「雇用許可制ホームページ」https://www.eps.go.kr 

 

図表 13 一般外国人の就業手続き 

雇用労働部
（外国人材雇用委員会）

法務部

外国人材政策委員会
（委員長：国務調整室長）

外国人求職者

①導入業種・ 規模・ 送出国
等を決定

電算連携

④求職申請

⑤求人登録及び内国人求人努力義務

⑧勤労契約締結
（ 自由求人求職）

⑩就業開始申告

職業安定機関
（雇用支援センター）

事業主

⑥特例雇用可能確認書申請

⑦外国人求職者名簿中推薦
（ 指定斡旋可能）

⑨勤労開始申告

②訪問就業(H-2)ビザで入国

外国人就業教育機関
(産業人力公団等)

③外国人就業教育履修

 

出所）韓国雇用労働部「雇用許可制ホームページ」https://www.eps.go.kr 

 

4) 点数制の実施 

 韓国政府は、農畜産業など一部の使用者が雇用許可書の発給を受けるために、雇用センターの前で

長時間待機するという申請者の不便を解消するために、従来の先着順方式を点数制に変更し、2013

年度の新規人財の配置からすべての業種に対して点数制を実施している。 

雇用センターでは事業場に対して雇用許可書の発給要件及び欠格事由を検討し、発給要件を満たし、

欠格事由がない事業場に対しては電算プログラムにより点数を算定し、点数が高い事業場から雇用許
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可書を発給している（雇用センターに訪問する日時を通知）。点数制評価指標は基本項目、加点項目、

減点項目に区分される。以下は 2018 年度における点数制評価指標の内容である。 

 

※2018 年度点数制評価指標 

①基本項目 

・外国人雇用の許容人員に対する実際の外国人雇用人員の比率  

最高 30 点~最低 22.4 点  

比率が低いほど高い点数を付与 

・外国人雇用人員に占める再雇用満了者の割合  

最高 30 点~最低 22.4 点  

比率が低いほど高い点数を付与 

・新規雇用申請人員(最高 20 点~最低 15 点)  

製造業:最高 20 点~最低 19 点(偏差 0.2 点)  

製造業以外:最高 20 点~最低 15 点(偏差 1 点)  

申請人員が少ないほど高い点数を付与 

・内国人の求人努力により採用した人員(最高 20 点~最低 18 点)  

製造業:最高 20 点~最低 14 点(偏差 2 点)  

製造業以外:最高 20 点~最低 18 点(偏差 0.5 点)  

内国人の求人努力期間中に、雇用センターで斡旋した内国人を多く雇用した事業場ほど高い点数を

付与 

 

②加点項目 

・帰国費用保険や傷害保険に全員が加入し、保険料を完納した事業場(1 点) 

・建設業 soc 事業場(2 点) 

・新環境農畜水産物認証事業場(0.2 点) 

・優秀寮設置及び運営事業場(製造業:0.5 点、製造業以外:3 点) 

・使用者教育履修事業場(製造業:0.2 点、製造業以外:2 点) 

・5 年連続無災害外国人雇用事業場(1 点) 

・使用者の積極的産業災害予防努力(各 1 点)  

産業安全保健法上「危険性評価認定」または「安全保健経営システム(kosha 18001)認証」を受け

た事業場に各 1 点付与 

・標準勤労契約書作成ガイドライン適用事業場(農畜産業:0.1~0.5 点)  

以下の基準をすべて適用した契約書 1 件当たり 0.1 点の加算点付与(最大 0.5 点)  

- 労働時間:月 234 時間未満  

- 休憩:1 日 60 分(1 時間)以上  

- 休日:週 1 回  

- 住居タイプ別寝食費控除上限の順守 
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・農畜産業住居環境改善事業場(0.2 点~2 点)  

マンション、一戸建て住宅、集合・多世帯住宅及びこれに準ずる施設(寮、考試院、オフィステルな

ど):2 点  

火災予防、電気安全措置をすべて実施し、証明書を提出した場合は加点付与:0.2 点  

- 設置した消防施設:単独警報型感知器、消火器設置  

- 電気安全措置:電気安全診断の実施  

優秀寮として認められ、加点を受けた場合、重複して加点は付与しない 

 

③減点項目 

・外国人雇用事業場への指導点検時に指摘事項があると減点  

(是正指示:－0.1 点、罰金賦課:－0.2 点、告発:－0.3 点、雇用許可の取り消し/制限:－0.2 点、関係機

関通知:－0.2 点) 

・出国満期保険料の未払い事業場(未払い回数により－0.5 点~－2 点) 

・使用者の帰責事由により事業場を変更した外国人労働者がいる事業場  

(暴行や暴言、セクハラ:－2 点/性的暴行:－5 点/賃金未払いや勤労条件違反、その他の使用者帰責事

由:－3 点)  

・死亡災害が 2 年連続発生した事業場(－1 点~－2 点)  

最近、2 年間の死亡災害が 1 人発生：－1 点  

最近、2 年間の死亡災害が 2 人以上発生：－2 点 

・農畜産業の標準勤労契約書ガイドラインを遵守していない事業場：－0.1 点~－0.5 点  

標準勤労契約書ガイドライン未遵守 1 件当たり－0.1 点(最大－0.5 点) 

・賃金未払いなどの勤労条件違反事業場(－0.2~－3 点)  

是正指示:1 件当たり－0.2 点(減点上限:－2 点)  

司法処理:1 件当たり－0.5 点(減点上限:－3 点) 

・労災を隠蔽したことが摘発された事業場(－1 点)  

雇用許可を申請した時点以前 2 年間の労災隠蔽がある事業場 

・住居環境加点を虚偽に申請した事業場(－1 点) 

・AI 発生の事業場(－0.5 点~－2 点)  

最近、2 年間の AI 発生件数 1 件当たり－0.5 点(最大－2 点)  

2017 年 1 月 1 日以降、AI が発生した事業場 

 

5) 外国人労働者の雇用管理 

①外国人労働者の雇用変動等の申告 

使用者は、外国人労働者の勤務中の離脱、負傷、死亡、勤労契約の更新等、外国人労働者の雇用と関

連した変動事項が発生した場合は、その理由を把握した日から 15 日以内に雇用センターと法務部の

出入国管理事務所に申告をする義務がある。違反した場合には 100 万ウォン未満の罰金を負担しなけ

ればならない。 
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※雇用変動事由(外国人労働者の雇用などに関する法律第 17 条及び施行令第 23 条) 

― 外国人労働者との勤労契約を解約した場合 

― 外国人労働者が死亡した場合 

― 外国人労働者が負傷などにより当該事業で勤務を続けるのができない場合 

― 外国人労働者が使用者の承認を得るなど正当な手続きをせずに 5日以上欠勤した場合と外国人労

働者の所在が把握できない場合 

― 外国人労働者が伝染病予防法第 2 条第 1 項第 1 号から第 4 号の規定による伝染病(コレラ、型肝

炎、結核、AIDS など)の患者になった場合と麻薬中毒などで公衆衛生上の問題を及ぼす懸念があ

る場合 

― 外国人労働者の雇用許可期間が満了した場合 

― 外国人労働者が滞在期間満了などで出国(一時的な出国を除く)した場合 

― 使用者又は勤務先の名称が変更された場合 

― 使用者の変更手続きをせずに勤務場所を変更した場合など 

 

②外国人労働者の事業場変更 

 外国人労働者は最初に働き始めた一つの事業所で勤務を続けるのが原則である。 但し、事業場の休

業や廃業、そして賃金未払いなどにより、正常的な労働関係の持続が困難であると認められる場合に

限って、外国人労働者の基本的な人権保障のために例外的に事業場の移動を最大 4 回まで許容してい

る。 

 

※事業場の移動(変更)の事由 

― 使用者が正当な理由で勤労契約を解約したり、勤労契約の更新を拒絶した場合 

― 休⋅廃業など外国人労働者の責任ではない理由で、その事業場で勤労を続けられなくなった場合 

― 暴行など人権侵害、賃金未払いや勤労条件の低下などで外国人雇用許可の取消または雇用制限措

置が行われた場合 

― 傷害などにより該当事業場で働きつづけることは難しく、他の事業場で働くことが可能な場合 

― 外国人労働者の事業又は事業場の変更を妨害した者は 1年以下の懲役や禁錮または 1千万ウォン

以下の罰金が賦課される 

 

③外国人労働者の雇用許可の取り消し及び制限 

使用者が入国前に労働者と契約した賃金その他の労働条件を違反する場合には雇用許可が取り消さ

れる場合がある。また、雇用許可書が発給されていない外国人労働者を雇用した場合には 3 年間、外

国人労働者の雇用が制限される。 

 

※外国人雇用許可が取り消されるケース 

 使用者が入国前に契約した賃金とその他の労働条件を違反した場合 
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 使用者の賃金未払いやその他の労働関係法の違反などで労働契約の維持が困難であると認められ

る場合 

 偽りやその他の不正な方法で雇用許可を受けた場合 

 

※外国人労働者に対する雇用が制限されるケース 

 雇用許可書を発給されずに外国人労働者を雇用した者 

 外国人労働者の雇用許可が取り消された者 

 帰国の際に必要な金品の清算をしなかったり、外国人労働者の事業場変更を妨害するなど、外国

人雇用法を違反したり、出入国管理法を違反した者 

 雇用許可書が発行された日から 6 ヶ月以内に内国人労働者を雇用調整により転職させた者 

 外国人労働者に対して勤労契約に明示された事業、または事業場以外で労働を提供するようにし

た者 

 

④不法滞在者の雇用禁止 

 使用者が不法滞在者を雇用した場合、健康保険の未適用による人権侵害問題、安全事故の問題、不

法滞在者の取締りの過程で発生し得る事故など様々な問題が発生する恐れがあるので、不法滞在者の

雇用を禁止している。使用者が不法滞在者を雇用して摘発された場合、使用者は「出入国管理法」に

より罰金賦課及び刑事処罰（3 年以下の懲役あるいは 2 千万円以下の罰金）の対象になると共に、合

法的な外国人労働者の雇用が制限される。 

 

⑤外国人労働者の専用保険や公的社会保険 

 外国人労働者を使用する使用者は外国人労働者のために出国満期保険や保障保険に加入する必要が

ある（図表 14）。また、外国人労働者は帰国費用保険や傷害保険に加入しなければならない。 

4 大公的社会保険に対しては、健康保険及び労災保険は義務加入が、雇用保険は任意加入が適用さ

れる（労働者が加入を希望する場合、雇用センターに「外国人雇用保険加入申請書」を提出）。また、

国民年金は相互主義原則に基づいて図表 15のように適用される。 
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図表 14 外国人労働者の専用保険 

保険種類 加入者 趣旨及び加入対象 加入方法 保険料 注意事項

出国満期保険 事業主

・外国人労働者の出国などによる

退職金を支給するため、常時労働

者1人以上の事業場(常時労働者4人

以下の事業所は2011年8月1日か
ら適用)で外国人労働者を雇用する

使用者は勤労契約の効力発生日か

ら15日以内に義務的に加入しなけ
ればならない

・常時労働者4人以下の事業場は、

勤労契約の効力発生日が2011年8

月1日以降の新規入国者や事業場変

更者が出国満期保険の加入対象

・外国人労働者の就職

教育機関または三星火

災海上保険株式会社を

通じて加入

・当該外国人労働者の

1ヶ月の通常賃金の
8.3%(4人以下の事業

所は2011年8月1日か

ら2012年12月31日

まで4.15%、2013年

1月1日以降は8.3%)を

毎月外国人労働者専用
保険の事業者(三星火災

保険株式会社)に納付

・「勤労者退職給与保
障法」上の退職金に及

ばなかった場合には差

額を支給しなければな

らない

・未加入の場合 500万
ウォン以下の罰金 

保障保険 事業主

・外国人労働者に対する賃金未払
いに備えて使用者が勤労契約の効

力発生日から15日以内に義務的に

加入しなければならない保険で、

賃金債権保障法が適用されない場

合と常時300人未満の労働者を使
用する事業場の使用者が加入対象

である

・使用者は外国人労働

者就業教育機関あるい

はソウル保障保険株式
会社の全国支店を通じ

て加入可能

・外国人労働者一人当

たり年16,000ウォン

・未加入した場合に

500万ウォン以下の罰
金

帰国費用保険 外国人労働者

・外国人労働者が帰国経費を確保

するために勤労契約の効力発生日

から80日以内に加入しなければな

らない保険で一般の外国人労働者

だけではなく、外国国籍の同胞も

義務的に加入しなければならない

・外国人労働者は、就

職教育機関で保険約定

を締結し、保険料の納

入期間内に指定口座に
支払わなければならな

い

・再入国した外国人労

働者は再び約定を締結

しなければならない

・40万ウォン(中国、

フィリピン、インドネ

シア、タイ、ベトナム)
・50万ウォン(モンゴ

ル及びその他の国) 

・60万ウォン(スリラ

ンカ)

・未加入した場合に
100万ウォン以下の罰

金

傷害保険 外国人労働者

・外国人労働者が業務上の災害以

外の傷害または疾病などに備え

て、労働契約の効力発生日から15

日以内に加入する保険で、一般の

外国人労働者だけではなく、外国

国籍の同胞も、義務的に加入しな

ければならない

・外国人労働者は、就

職教育機関で保険の約

定を締結して保険料を

現金として支払わなけ

ればならない

・性別、年齢によって

差があり、30歳男性の

場合1年に9,100ウォ

ン

・未加入した場合に

500万ウォン以下の罰

金

 

出所）韓国雇用労働部「雇用許可制ホームページ」https://www.eps.go.kr 

 

図表 15 国別国民年金の適用状況 

事業場・地域対象（3ヵ国） 事業場対象・地域除外（5ヵ国） 適用除外（7ヵ国）

中国、フィリピン、ウズベキスタン
キルギス、モンゴル、スリランカ、インド
ネシア、タイ

ベトナム、カンボジア、パキスタン、バ
ングラデシュ、ネパール、ミャンマー、
東ティモール  

出所）韓国雇用労働部「雇用許可制ホームページ」https://www.eps.go.kr 

 

⑥外国人労働者の入国及び就業規則 

外国人労働者が雇用許可制を通じて韓国で働くためには、韓国語能力試験を受ける必要がある。韓

国産業人力公団は、外国人労働者の選抜過程における公正性や透明性を維持し、国内の早期定着のた

めに、2005 年 8 月から外国人雇用許可制韓国語能力試験(Employment Permit System-Test of 

Proficiency in Korean, EPS-TOPIK)を実施している。応募者は、満 18 歳以上～満 39 歳以下であ
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ること、禁錮以上の犯罪経歴がないこと、過去に韓国から強制退去及び出国された経歴がないこと、

出国に制限（欠格自由）がないことという条件を満たす必要がある。韓国語能力試験の評価基準は、

韓国生活に必要な基本的な意思疎通能力、産業安全に関する基本知識及び韓国文化に対する理解を求

めるように設定されており、総得点 80 点以上の者（200 点満点）から高得点者の順で選抜している。

合格の有効期限は合格者の発表から 2 年間である。 

非専門就業(E-9)のビザを受けた外国人労働者は、送出国の関係者と共に国内に入国し、入国場(仁

川国際空港)で韓国産業人力公団の関係者に引き継がれて確認の手続きをする。その後、各国家別⋅業

種別の就職教育機関の引率者と共に、就業教育機関に移動し 2泊 3日(16時間)間の就業教育を受ける

ことになる。使用者は、外国人労働者が入国後 15日以内に外国人就労教育機関で国内活動に必要な就

業教育を受けさせる必要があり(外国人雇用法第 11条)、就業教育期間は勤労基準法上の労働時間とし

て見なされる。 

就職教育は、製造業⋅サービス業の場合は二つのグループに分けて、ベトナム、モンゴル、タイは労

使発展財団が、それ以外の国は中小企業中央会が担当している。一方、農畜産業は農協中央会が、漁

業は水協中央会が、そして建設業は大韓建設協会が担当することになっている。就職教育にかかる費

用は一般外国人労働者の場合は使用者が負担4（製造業・サービス業 195,000ウォン、農畜産業・漁業

210,000ウォン、建設業 224,000ウォン）し、外国国籍の同胞の場合は労働者本人が負担（合宿 148,000

ウォン、非合宿 102,000ウォン）する。就業教育の目的は外国人労働者の早期定着であり、その内容

は韓国語、韓国文化の理解、関係法令、産業安全保健、基礎機能等で構成されている。 

就職教育期間中に使用者は退職金対策の出国満期保険や賃金未払い対策の保証保険に加入する必要

があり、外国人労働者は帰国費用保険や傷害保険に加入することが義務化されている。 

 

6) 外国人労働者(E-9)の労働状況や処遇水準 

 雇用許可制により働いている外国人労働者の１ヶ月平均労働日数は 23.1 日（216.6 時間）で、内国

人労働者の 22.8 日（208.9 時間）より少し長いという結果が出た。一方、外国人労働者の１ヶ月平均

基本給は 144.0 万ウォン、通常手当は 1.3 万ウォン、その他の手当は 0.2 万ウォン、時間外手当は 43.0

万ウォン、特別手当は 8.2 万ウォン、宿泊施設 13.7 万ウォン、宿泊施設利用に伴う付帯費用 4.4 万ウ

ォン、食費 20.6 万ウォン、その他の現物給付 0.8 万ウォンであり、時間外労働手当を除いた基本給や

その他の手当は内国人労働者より低かった（図表 16）。しかしながら、宿泊施設や食費などの現物給

付に関する費用は内国人労働者に比べて外国人労働者の方がよりかかることが明らかになった。 

一方、内国人労働者の生産性を 100%とした場合、外国人労働者の生産性は平均 87.5%と調査され

た。外国人労働者の生産性の平均(%)を企業規模別（内国人労働者の数）に見ると、30 人以上が 93.2%

で最も高く、次いで 10~29 人（87.6%）、5~9 人（87.5%）、1~4 人（83.7%）の順で、企業規模が大

きいほど生産性が高いという結果が現れた。 

内国人労働者と比べた外国人労働者の賃金水準に対する内国人の意識の調査結果によると、「多い」

という回答が 59.0％（「多い」（41.3％）と「多すぎる」（17.7％）の合計）で半分以上を占め、「適正

                                                
4 一般外国人労働者の就職教育費用は、雇用保険の能力開発事業から一部金額の支援が受けられる。 
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である」（40.3％）と「少ない」（0.7％）と答えた回答を上回った。 

 

 

 

図表 16 内国人及び外国人労働者の一人当たり１ヶ月平均の人件費と現物給付 
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基本給 通常手当 その他の手当 時間外労働手当 特別給付 宿泊施設 宿泊施設利用

に伴う付帯費用

食費

内国人労働者 外国人労働者単位：万ウォン

 

資料）中小企業中央会（2018）「外国人材（E-9）雇用関連宿食費提供実態調査結果報告書）」 

 

 

（3）優秀専門外国人労働者の誘致戦略 

1）電子ビザ制度を導入 

優秀人材を誘致する目的で 2013 年 3 月から電子ビザ制度を導入した。電子ビザが申請できる在留資

格は次の通りである。 

・教授（E-1）、研究（E-3）、技術指導（E-4）、専門職業（E-5）と専門人材の配偶者及び未成年の子

どもに対して発給する同伴家族（F-3） 

・特定活動（E-7）：雇用推薦状（GOLD CARD）を受領した先端科学技術人材 

・在外の公的機関長が指定した国外の旅行会社がビザの申請を代行する団体観光客に対するビザ

（C-3-2） 

・電子ビザ代理申請者として指定された優秀外国人患者の誘致機関が招待した外国人患者とその看護

人に発行した医療観光（C-3-3）あるいは治療療養（G-1-10） 

・韓国企業から招待された者に対する一般商用（C-3-4） 

 

2）点数（ポイント）移民制を導入 

年齢、学歴、所得、韓国語能力などをポイントに換算し、80 点以上（満点 120 点）を取得した外

国人に対して自由に経済活動ができる居住資格（F-2）を与えて、3 年後には永住（F-5）資格を与え

る制度で 2010 年から施行している。2013 年 5 月からは、既存の評価項目に所得税の納付実績を追加

した（年間 500 万ウォン:5 点 ）。 
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3）投資移民 

指定された銀行に 5 億ウォン以上を預金（投資）した場合、F2（居住）ビザが発行される。また、

投資額を 5 年間銀行に預けておいた場合、F5(永住)ビザに変更することも可能である。さらに 15 億

ウォンを預金（投資）した場合には投資と同時に永住権を取得することができる。 

 

4）外国人熟練技能点数制ビザ 

外国人熟練技能点数制ビザは、韓国で非専門就業（E-9）、船員就業（E-10）、訪問就業（H-2）ビザ

で 5 年以上働いている外国人が、熟練度など一定条件を満たしている場合に長期間に渡り就業できる

ように在留資格を変更する制度である。四半期毎に100人を選抜している（高得点者を優的的に選抜）。 

 

5――今後の課題と日本に与えるインプリケーション 

 中小企業等の慢性的な労働力不足問題を解決するために、2004 年 8 月 17 日から施行された雇用許

可制は、どのような効果があっただろうか。まず、毎年数万人の外国人労働者が慢性的な労働力不足

を経験している製造業を中心とする中小企業で働くことにより中小企業の労働力不足が少しは解消で

きたことは確かであり、これに対しては多くの先行研究が一致している。 

図表 17を見ると、中小企業の労働力不足率は 2003年の 6.23％から 2014年には 1.58％まで大きく

改善されていることが分かる（最近は少し上昇傾向）。但し、李ギュヨン（2014）によると、外国人労

働者の 71.5％が訓練を必要としない単純作業に従事していた。 

一方、外国人労働者を雇用している事業場の 71.2％は外国人熟練技術者が必要であると答えている。

従って、今後、外国人熟練技術者に対する企業の需要が拡大することを予想すると、雇用許可制のみ

ならず、優秀専門外国人労働者の誘致戦略による優秀な外国人労働力の確保にもより力を入れる必要

があると考えられる。 

 

図表 17 労働力不足人員と不足率の推移 
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資料）中小企業庁「中小企業実態調査」 
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外国人労働者の拡大は労働力不足を解消するのみならず、国に対するイメージを改善する役割もす

るだろう。幸いに、雇用許可制により雇用された外国人労働者の 63.4％が韓国に対する印象が「良く

なった」と答えており、「悪くなった」の 13.9％を大きく上回っていた。韓流の影響があった可能性

もあるものの、将来における 16か国との交流等を考慮すると望ましいことであるだろう。 

雇用許可制に対する海外での評価も悪くはない。例えば、ILO は 2010 年に雇用許可制を「アジア

の先進的な移住管理システム」と高く評価し、2011 年 6 月に国連は、腐敗防止及び剔抉
てっけつ

に対する革新

性を認め、「公共行政大賞」を授与した。さらに 2017 年 4 月に世界銀行は、「雇用許可制は、情報ア

クセス性を容易に、アジア太平洋地域の外国人労働者の韓国での就業機会を大幅に増やした」と高く

評価した。 

しかしながら、労働界では雇用許可制を「反人権的奴隷契約」であると批判している。労働界が最

大の問題点として指摘しているのが「事業場変更の制限」である。外国国籍の同胞に対する特例雇用

許可制（訪問就業制）は職場の移動に制限がないものの、非専門就業ビザを受けて韓国に入ってきた

一般雇用許可制による外国人労働者は職場の移動が 3 年以内に最大 3 回（延長した場合 4 年 10 ヶ月

間に最大 5 回）に制限されている。さらに、職場の移動は使用者の承認がある時と事業場の倒産や賃

金未払いがある時など、極めて例外的な場合に制限されている。労働界はこのような移動制限は外国

人労働者の強制労働に繋がる恐れが高いと主張しながら移動制限の廃止を要求している。 

また、外国人労働者の人権が侵害されるケースもいまだに残存している。慶尚南道の移住民センター

は 2018 年 7 月に外国人労働者を対象とした人権侵害の事例を公表した。公表された資料によると、

2017 年から慶尚南道のある農家で働いていたカンボジア出身の女性労働者は農家の雇い主に体の特

定の部分を触られたなど 10 回を越える性的暴行を受けたそうだ。 

給料が払われないケースも少なくない。慶尚北道の高霊郡で金属加工工場の経営者が 2018 年 10 月

に外国人労働者10人に対して約6000万ウォンの賃金を払わなかった容疑で拘束された。捜査の結果、

立場が弱い外国人不法滞在者のみを雇い、意図的に賃金を未払いしたことが明らかになった。韓国の

労働日報によると、2016 年における外国人労働者に対する給料未払い額は 678 億ウォンで 2012 年の

240 億ウォンに比べて 3 倍も増加している5。さらに、支払われなかった給料の支払を要求したり、職

場の移動を要求した外国人労働者が暴行を受けるケースも少なくない。 

一方、供給側による問題もある。外国人労働者に占める不法滞在者の割合は大きく減っているもの

の、まだ 20 万人を超える不法滞在者が存在している（図表 18）。外国人労働者の増加とともに外国人

による犯罪件数も増加している。警察庁の発表資料を参考すると、2003 年に 6,144 件であった外国人

犯罪件数は 2015 年には 35,443 件に 5 倍以上も増加した。 

さらに、雇用情勢がなかなか改善されない中で、｢外国人労働者に仕事を奪われる｣、｢外国人労働者

が増加すると単純労働の賃金が下がる｣など今後の雇用や賃金削減を懸念する声も出ている。 

 

 

 

                                                
5 労働日報「昨年、外国人労働者の給料未払い 687 億ウォン…4年間で 3 倍も増加」2017 年 10 月 3 日 
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図表 18 不法滞在者の推移 
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資料）出入国・外国人政策本部（2018）「2017 出入国・外国人政策統計年報」 

 

図表 19 外国人犯罪件数の推移 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

合計 2,300 3,012 3,438 4,328 5,221 6,144 9,103 9,042 12,657 14,524 20,623 21,235 19,445 25,507 22,914 24,984 28,456 35,443

殺人 12 22 18 40 47 32 60 42 72 54 85 86 82 94 84 73 80 93

強盗 64 86 58 113 100 137 157 124 107 118 133 228 191 143 141 104 74 118

強姦 14 11 17 34 41 49 92 94 120 176 178 165 238 305 348 499 500 598

窃盗 263 305 444 590 599 630 825 821 971 1,213 1,343 1,805 1,581 1,643 1,554 1,743 1,774 2,291

暴力 623 870 1,174 1,380 1,865 2,071 2,424 1,919 2,483 3,369 4,940 5,084 5,533 7,573 8,073 8,338 8,641 9,786

知能 262 445 449 589 586 834 1,965 3,340 6,229 5,685 7,472 3,397 2,407 2,466 2,231 2,299 2,888 3,781

賭博 - - - - - - - - - - - 1,723 1,151 2,874 905 699 649 852

交通 - - - - - - - - - - - 1,594 3,609 5,256 4,673 5,769 6,942 9,617

麻薬 4 23 26 82 99 120 218 152 73 231 694 760 689 216 221 200 312 386

その他 1,039 1,218 1,222 1,456 1,873 2,222 3,362 2,550 2,602 3,678 5,778 6,393 3,964 4,937 4,684 5,260 6,596 7,921  

資料）警察庁「犯罪情報管理システム」 

 

今後、外国人労働者をより韓国社会に定着させるためには、人権侵害や賃金未払い等により外国人

労働者が被害を受けないように、事業場に対する監視体制を強化する必要がある。雇用許可制の一つ

の原則である需要主導的制度（demand driven system）が使用者の権力を強化させる手段として利用

されてはならない。外国人労働者に最低賃金や決まった賃金がきちんと払われるように使用者に対す

る教育や啓蒙活動も徹底すべきである。韓国全体の最低賃金の未満率が 10％を超えている現状を考慮

すると、外国人労働者の多くが最低賃金未満で働いていることがうかがえる。合法的で良心的に外国

人労働者を雇用している使用者に対してはインセンティブを提供する反面、悪徳使用者に対しては処

罰を強化すべきである。また、使用者の賃金未払いに対する対策として導入した「賃金未払い保障保

険制度」の保険料を最低賃金の引き上げ率に合わせて引き上げる必要がある。「賃金未払い保障保険制

度」の保険料は 2004 年に実施されてから一回も改正されていない。 

日本でも 2019年 4月から外国人労働者に対する新たな在留資格をつくることが決まっている。最長

5 年間の技能実習を修了した外国人に、さらに最長で 5 年間、就労できる資格を与えることが主な内

容で、対象は農業や介護など労働力不足が深刻な分野である。但し、現在実施されている「外国人技

能実習制度」は、悪質な送出機関やブローカーの存在、違法な長時間労働や賃金不払いなどの人権侵

害の問題点が指摘されている。就労できる期間を延ばすだけではなく、全体の内容を改善することが

望ましい。韓国と同様に、急速な少子高齢化により将来労働力不足の問題を抱えている日本において、
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韓国の雇用許可制は、単純技能労働者に対する受け入れ対策として参考になる良い事例であるに違い

ない。福島大学の佐野孝治教授は、韓国の雇用許可制を日本が参考とすべき理由として、①年々高齢

化が進み、外国人労働者の割合が低いなど日本と韓国社会は類似点が多いこと、②単純機能労働者を

受け入れる際に、ドイツのように事業場移動が可能な「労働許可制」を導入することに比べて、「雇用

許可制」はハードルが低く、「技能実習制度」からの転換が比較的容易であることを上げている。 

今後、韓国が導入した雇用許可制や他の国の外国人労働者受け入れ対策の成功と失敗の事例を参考

とし、より日本に適切な単純技能労働者受け入れ対策が導入されることを望むところである。 
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